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１ 食品取扱施設の監視指導実施結果（立入検査） 

（１） 区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 

   各区の食品衛生監視員が食品衛生法や関係条例、その他衛生基準の適合状況等を検査

し、衛生的な取扱い状況等について監視指導を行いました。 

（２） 市場食品衛生検査所 

   市場食品衛生検査所の食品衛生監視員は、早朝監視等を行い、有毒魚等の流通を未然に

防止し、流通拠点施設における不良食品の排除に努めました。 

※自動販売機による営業 

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

Ａ(年２回) ２１５ ４３０ ４５７ １０６．３％

Ｂ(年１回) １４，２５４ １４，２５４ １２，０００ ８４．２％

Ｃ(実情に応じて) １２，６３０ ２，５１７ ５，３６４ ２１３．１％

合 計 ２７，０９９ １７，２０１ １７，８２１ １０３．６％

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

日１回業種 １８２ ４７，３２０ ４６，４０７ ９８．１％

週２回業種 ４ ３８０ ４３２ １１３．７％

年６回業種 ２２ １３２ １６８ １２７．３％

年２回業種 １ ２ ２ １００．０％

年１回業種 ５ ５ １１ ２２０．０％

随時※ １５ 随時 １ ―

合 計 ２２９ ４７，８３９ ４７，０２１ ９８．３％
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（３）食品専門監視担当（保健所支所職員の同行を含む。） 

   広域流通食品取扱施設や大規模食品製造施設、南部市場内施設に立ち入り、食品の衛生

的な取扱い等について指導しました。 

（４）官能検査 

  ア 食品衛生法 

    合計検査数は魚介類（２４，５６２件）、野菜類果物及びその加工品（２０，２１６

件）、魚介類加工品（１４，９８２件）の順に多い結果となりました。 

区役所地域みまもり支援センタ

ー（福祉事務所・保健所支所）

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検査数 ３９，９９３件 ５６，１１４件 ４，６０９件 １００，７１６件

違反数 ０件 ０件 ０件 ０件

違反率 ０.００％ ０.００％ ０.００% ０.００％

イ 食品表示法 

  平成2８年度から、食品安全課（食品専門監視担当及び食品表示担当）では品質事項

に関する検査等も実施しています。衛生事項の検査数は、水産物（２２，７６７件）が

最も多く、品質事項の検査数は農産物（１，７９９件）が最も多い結果となりました。 

  指導数については、衛生事項は加工魚介類（２９件）が最も多く、品質事項は農産物

（１２件）が最も多い結果となりました。 

区役所地域みまもり支援センタ

ー（福祉事務所・保健所支所）

市場食品衛生 

検査所 
食品安全課 計 

検査数
衛生事項 ２０，６１０件 ５５，６４２件 ６，５１４件 ８２，７６６件

品質事項 ― ― ７，９９９件 ７，９９９件

指導数
衛生事項 ５５件 ７５件 ３１件 １６１件

品質事項 ― ― ３３件 ３３件

指導率
衛生事項 0.２７% 0.１３% 0.４８% 0.１９%

品質事項 ― ― 0.４１% 0.４１%

※衛生事項：保存方法、添加物、アレルゲン、消費（賞味）期限、製造者等に係る表示事項 

  品質事項：名称、原材料、原産地、内容量、食品関連事業者等に係る表示事項 

 施設数 
立入検査 

計画数（a）

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

Ａ(年２回) １６７ ３３４ ２６３ ７８.７％

Ｂ(年１回) ９８ ９８ ６９ ７０.４％

Ｃ(実情に応じて) １５１ ３６ ５８ １６１.１％

地方卸売市場南部市場 ６５ ２，９５７ ２，９５７ １００.０％

合 計 ４８１ ３，４２５ ３，３４７ ９７.７％
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２ 食品等の検査結果 

検査実施機関：健康安全研究所・市場食品衛生検査所

（１） 収去検査 

    前年度とほぼ同程度の検体数、検査項目数の検査を行いました。規格基準に違反する

検体はありませんでした。 

※その他：自然毒、混濁・沈殿等の検査項目 

（２）収去以外の検査  

ア 買上げ等の検査 

    前年に引き続き、食品中の放射性物質について基準値を超えたものはありませんでし

た。 

 検体 検査項目 検体数 検査項目数 違反数

提供 多摩川生息あゆ 水銀等 ３検体 ３３項目 ０検体

買上げ 
国産食品 

（魚介類加工品、酒精飲料等） 放射性 

物質 

１２検体 １２項目 ０検体

提供 

（卸売市場） 
国産食品（農産物、水産物） ７０検体 ７０項目 ０検体

イ ふきとり検査 

  手指や器具等についてふきとり検査を行い、必要に応じて指導を実施しました。 

区役所地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
合 計 指導数 

３００検体 ７２検体 ３７検体 ４０９検体 ４１件

区役所地域みまもり支援センタ

ー（福祉事務所・保健所支所）

市場食品 

衛生検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検体数 １，３０４検体 ４０５検体 １２４検体 １，８３３検体

検査項目総数 ９，７０４項目 ３，６０７項目 １，０９５項目 １４，４０６項目

微生物学検査 ７，６３４項目 １，７５９項目 ７１１項目 １０，１０４項目

理化学検査 ２，０４３項目 １，８４５項目 ３８４項目 ４，２７２項目

その他 ２７項目 ３項目 ０項目 ３０項目

違反数 ０検体 ０検体 ０検体 ０検体
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３ 監視指導計画に基づく一斉監視結果 

（１） 夏期食品一斉監視

・実施期間 令和元年７月１日から８月３１日まで 

・立入検査施設数 １３，５６９施設 

★ 夏期食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

（２）年末（冬期）食品一斉監視 

・実施期間 令和元年１２月１日から１２月３１日まで 

・立入検査施設数  ８，２８７施設 

★ 年末（冬期）食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

４ その他 

（１） 苦情届出件数 

食品の区分ごとに苦情を分類すると「肉・卵類及びその加工品」に関する苦情が最も

多く（４８件）、内容ごとに苦情を分類すると「有症苦情」に関する苦情（８３件）が

最も多く寄せられました。 

（２） 食中毒発生状況（事件数：８件、患者数：５３人、死亡者数：０人） 

 病因物質はアニサキス３件、カンピロバクター３件、黄色ブドウ球菌１件、ノロウイル

ス１件でした。 

発生月 
原因 
施設 

患者数
原因食品 
（推定含む） 

病因物質 措置 

１ 5 月 飲食店 １４人
5月 1０日に提供さ

れた食事 
カンピロバクター

営業停止

３日間 

２ 5 月 飲食店 ９人 
５月２０日に調理さ

れたガパオライス丼 
黄色ブドウ球菌 

営業停止

１日間 

３ 5 月 販売業 1人 

５月 20日に加工及

び販売された真あじ

の刺身 

アニサキス 
営業停止

１日間 

４ 6 月 不明 １人 購入したシメサバ アニサキス なし 

５ １０月 飲食店 1人 
１０月24日に提供

された食事 
アニサキス 

営業停止

１日間 

6 １１月 飲食店 5人 
１１月1５日に提供

された食事 
カンピロバクター

営業停止

３日間 

7 １月 飲食店 ２０人
１月３日に調理及び

提供された食事 
ノロウイルス 

営業停止

3日間 

8 １月 飲食店 ２人 
１月１７日に提供さ

れた食事 
カンピロバクター

営業停止

２日間 

区役所地域みまもり支援センタ

ー（福祉事務所・保健所支所）

市場食品衛生

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

食品に関するもの １９５件 ４件 ２件 ２０１件

施設に関するもの ８２件 ０件 ０件 ８２件

合計 ２７７件 ４件 ２件 ２８３件



5

（３） 食中毒等調査 

   市内、市外の食品取扱施設を原因施設とする食中毒（疑いを含む）等が 

  発生し、市民が利用している場合は、健康状態や喫食状態や喫食内容等の 

  調査を実施しました。 

 件数 人数 

市外から依頼があったもの ６２件 ９３人

市内で探知したもの ８２件 ２２１人

合 計 １４４件 ３１４人

（４） 衛生教育 

   営業者を含む食品取扱従事者のほか、市民グループなどを対象に、食品 

衛生についての講習会や体験学習等を実施しました。 

対 象 件数 人数 

食品取扱従事者 ７３件 ３，１９０人

市民グループ等 ２６件 １，１８９人

合 計 ９９件 ４，３７９人
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（５）啓発 

・ 食品衛生月間（期間 令和元年８月１日から令和元年８月３１日まで）、食中毒警報

（期間 令和元年７月３０日から令和元年１０月３０日まで）及びノロウイルス食中

毒警戒情報（期間 令和元年１２月９日から令和２年３月３１日まで）について啓発

（区役所庁舎及び中央卸売市場食品衛生検査所への懸垂幕掲示等） 

・ Ｊリーグ試合会場（等々力競技場）での啓発資材配布 

期間 令和元年７月７日 

・ 川崎市営バスでのポスター掲示（食肉の加熱に関する注意喚起） 

期間 令和元年８月１日から令和元年８月３０日まで 

  ・ 河川情報表示板への掲載（ノロウイルス食中毒予防及び食肉に関する注意喚起） 

    期間 令和元年１２月１９日から令和２年３月３１日まで 

  ・ ラジオ番組「ＦＭかわさき わが家の危機管理 今週のワンポイント」 

    期間 令和元年８月第１週放送 

（夏場の食中毒予防について） 

    期間 令和元年９月第３週放送 

       （有毒植物に気をつけて） 

    期間 令和元年１１月第３週放送 

（ノロウイルス食中毒に気をつけて） 

  ・ 川崎市ホームページ、川崎市シティプロモーションTwitterでの食中毒予防啓発 


